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午前１０時 開会 

○堀口委員長 皆さん、おはようございます。委員

各位におかれましては、御多忙の折、御参集をい

ただきまして、誠にありがとうございます。 

 ただいまから令和４年度予算審査特別委員会を

開会いたします。 

 なお、竹田光良委員からは、欠席の届出があり

ましたので、御報告いたします。 

 本日の案件につきましては、本会議において本

特別委員会に付託されました議案第16号「令和４

年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第８号）」

から議案第18号「令和４年度大阪府泉南市公共用

地取得事業特別会計補正予算（第１号）」までの

以上３件について審査をいただくものであります

ので、委員各位におかれましては、よろしくお願

い申し上げます。 

 なお、本特別委員会に付託されました議案につ

いては、委員会付託事件一覧表としてタブレット

に掲載いたしておりますので、御参照いただきた

いと思います。 

 それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨

拶をお願いいたします。 

○山本市長 皆さん、おはようございます。委員長

のお許しを得ましたので、令和４年度予算審査特

別委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申

し上げます。 

 堀口委員長、石橋副委員長をはじめ、委員の皆

様方には、日頃から市政各般にわたり深い御理解

と御協力を賜っておりますことに対して、厚く御

礼を申し上げます。 

 さて、本日の委員会は、委員長からございまし

た議案第16号から議案第18号までの令和４年度各

会計補正予算３件について御審査をお願いするも

のであります。 

 何とぞよろしく御審査をいただきまして、御承

認賜りますようお願いを申し上げ、簡単ではござ

いますが、御挨拶とさせていただきます。本日は

よろしくお願いいたします。 

○堀口委員長 なお、本日、会議の傍聴の申出がご

ざいます。傍聴の取扱いについて御協議いただき

たいと思います。 

 会議の傍聴につきまして、御意見等ございませ

んか。――――それでは、傍聴者の入室を許可い

たします。 

 〔傍聴者入室〕 

○堀口委員長 委員及び理事者に申し上げます。質

疑及び答弁につきましては、インターネット中継

を御覧の皆様に、発言者が分かるよう御起立いた

だきますようお願いいたします。 

 これより議案の審査を行いますが、議案の内容

につきましては、本会議において既に説明を受け

ておりますので、これを省略し、質疑から始めた

いと思います。これに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって審査

の方法については、提案理由並びに内容の説明を

省略し、質疑から始めることに決定いたしました。 

 それでは、これより議案の審査を行います。 

 初めに、議案第16号「令和４年度大阪府泉南市

一般会計補正予算（第８号）」を議題とし、質疑

を行います。質疑はありませんか。 

○大森委員 歳出の項目に従って質問していきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 まず、物価高騰の折で、原油の価格の値上がり

に伴って、電気代、光熱水費が上がるということ

ですけれども、本庁舎や学校、それから双子川浄

苑とか、火葬場とか、塵芥収集車両の燃費とかが

関わってきているんですけれども、この値上げと

いうのはどれぐらいの影響、金額でいうたら

5,900万円というふうになっていますけれども、

やっぱり大分、予算上に関わるようなぐらいの値

上げになっているのか。 

 こうやって予算をこの時期に追加で出さなあか

んということは、大分食い込んできてるんかなと

思うんですけども、その辺のところをちょっと説

明していただきたいと。 

 その影響というのは、例えば学校とかで本庁な

んかでも、ちょっと暖房を辛抱してくれとか、そ

ういうことの影響がないのか、エアコンをちょっ

とつけるのを減らさなあかんとか、そういうこと

があっては困るので、しかし実態はどういう状況

になっているのか、その辺のところを説明いただ

きたいと思います。 

 あと、これに関わって防犯灯とか、電気代かか
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らんようにということで交換しましたね。ＬＥＤ

に交換しましたよね。庁内も全部そうなのかな、

そういうのは進んでいるのかどうか。 

 もう１つ、例えば学校なんかで太陽光発電にす

れば、自然エネルギーというんですかね。原油に

関わらない自分たちの太陽光で発電を起こせば、

こういう値上げには対応できるということにも、

そういうことにつながるんじゃないかと思います。 

 例えば泉南中学校なんてあれですよね、太陽光

をされていますよね。そういうのをしていたら、

原油の値上がりとか、電気代の値上がりとか、あ

んまり影響しないんじゃないかというふうに思う

ので、そういう再生エネルギーへの転換というの

は、地球危機の問題、気候危機の問題も絡めて検

討していくべきではないかというふうに思うので、

その点どんなふうに考えておられるのか、お答え

ください。 

 それと、フードバンクに対して45万円、フード

バンクを運営する団体に対する補助金の新規計上

45万円とありますが、今これは１つの団体に45万

円ということをお聞きしているんですけれども、

45万円の内訳というのはどういうものに使われる

のか、そのフードバンクの物品購入に充てるとい

うふうなものになっているのか。それとも団体に

全額渡すんですと、仕様の中身は別に規制はない

というふうになっているのか、ちょっとその辺の

ところをお答え願いたいというふうに思います。 

 フードバンクでも定期的にやっていなくて、実

行委員会的に、ただ年末だけするとかいうような

ところ、そういうフードバンクをやろうとか、例

えば自治会でやろうとか、有志でやろうとか、実

行委員会形式でやろうとかになった場合の支援な

んかは、してもらえるのか。そういうことも含め

てフードバンクの支援を、今後のことはどんなふ

うに考えておられるのか、お答え願いたいと思い

ます。 

 それと、介護施設の整備に関わる事業補助金の

減額ということが891万円ありますけれども、こ

れは人材難と言ってたんかな、それとも施設の物

価高が関わってって言うたんですかね。いずれに

しろ、介護施設ができる予定、できるって、今年

度つくる予定ができなかったというふうな説明

だったと思うんですけれども、今やっぱり介護施

設というのは、人がたくさん、どういうのかな、

利用者が増えてきていますし、介護施設の建設が

遅れるというのは、いろんな影響が出てくるとい

うことが実際あるわけです。 

 遅れた理由、原因にどう対応していくのか。そ

れから、その原因が人材難であれば、ヘルパーさ

んの育成とか、そういうケア労働される方をどう

やって増やしていくのか、そんなふうなことの対

策を考えてもらって、介護施設を充実してもらわ

ないと、待機している人がたくさんいらっしゃる

と思うので、ちょっとその辺の対策をどんなふう

に考えておられるのか、お答えください。 

 それと、コロナワクチンのいろんな予算が出て

いますので、今のワクチンの接種状況について報

告、説明してください。 

○堀口委員長 理事者の答弁を求めます。 

○高尾福祉保険部次長兼生活福祉課長 まず、私の

ほうからは、フードバンクの45万円の分を御説明

させていただきます。 

 これは、泉南市でここサポ泉南が、独自事業と

してフードバンクをやっております。そのフード

バンクをやっている１か所45万円なんですけれど

も、そこに対して物品であるとか、また運営費で

あるとか、そういうふうなところの部分としての

費用として45万円ということです。 

 それから、今後定期的な部分というふうなこと

もあったと思いますけれども、今回、国のコロナ

のセーフティネットの交付金を活用しての部分と

なっておりますので、今回限りということで、ま

た国からそういうふうなものが出てくれば、検討

したいというふうに思っているところです。 

 それから、今後も、今回このフードバンクとい

うのは、基本的には、ここサポ泉南独自の生活困

窮者自立支援事業者としての独自事業でございま

すので、何かいろんな形での支援というふうなも

のが、国のほうからあれば活用していきたいと、

このように思っております。 

 以上です。 

○清野財政課長兼行革・財産活用室参事 私からは、

今回の補正予算に係る光熱水費の全体像につきま

して御説明します。 
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 今回、全体で4,804万3,000円の光熱水費を補正

しているという形です。市庁舎の一部事務組合、

指定管理事業を除く市の庁舎関係でいきますと

3,658万円の増加ということで、これを当初予算

の割合に直しますと23.9％を補正、増額している

ということで、やはり価格高騰による不足が見込

まれるということなので、この部分は市財政に物

価高騰としての影響が及んでいるというふうに考

えております。 

 以上です。 

○田代健康子ども部次長兼保健推進課長 新型コロ

ナワクチンの接種状況について御説明させていた

だきます。 

 全体では１回目が75.8％、２回目75.1％、３回

目60.1％、４回目が35.8％、５回目が９％となっ

ております。 

 65歳以上では１回目、２回目、３回目がもう

90％を超えておりまして、現在、主に実施されて

いる５回目接種についても、現在のところで

27.5％ということで順調に進んでおります。 

 ただ、特に子どもさんであるとか、若い方の接

種率については伸びておりませんので、引き続き

接種勧奨のほうを進めていきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

○藤原長寿社会推進課長 今回の891万円の減額の

関係でございますが、実際のところ、この10月に

開設予定の小規模多機能型居宅介護事業所の建設

に当たって、建設資材等の物資が滞るというか、

なかなか入ってこないというところがあって、事

業が進まない状況になりました。 

 この事業自体を今の段階で取り下げ、この補助

金につきましては、それに伴う地域交流スペース

の設置ということで、この地域交流スペースとい

うのは、地域の住民の憩いの場として利用する交

流スペースを併せて建設する予定でありましたが、

本体事業が止まった形になりましたので、補助金

の取下げの申請が事業所のほうから上がってまい

りましたので、今回減額の補正となりました。 

 以上です。 

○木津西総務部参事兼総務課長 そうしましたら、

私のほうからは、本庁舎に関連しての御質問２点

にお答えさせていただきます。 

 まず、本庁舎についての照明設備のＬＥＤ化に

つきましては、昨年11月に全てＬＥＤ化のほうを

完了してございます。 

 これにより10％程度の電気代が節約されておる

んですけれども、今般の燃料費の高騰がそれを上

回るような状況ということで、本庁舎についても

補正予算のほうをお願いしておるということにな

ります。 

 もう１点、光熱費の高騰に伴って、庁舎のほう

で、例えば冷暖房の使用制限等を実施しているか

どうかというお尋ねがあったかと思いますけれど

も、現状におきましては、執務時間においては冷

房、暖房につきましても通常どおり対応させてい

ただいておりますし、時間外につきましても、申

請がございましたら、事務室単位で対応のほうを

させていただいておるというところです。 

 以上でございます。 

○桐岡教育部次長 学校の空調の使用状況につきま

しては、まず令和３年から暖房の運用を試行的に

開始いたしまして、令和４年度、本格的に冬季に

おける暖房の使用をスタートしております。 

 そこにおきまして、今回のことを受けて、特に

その使用の節約等を求めることはございませんが、

これまでも従来どおり一年を通じて泉南市学校エ

アコン運用方針というのを定めております。 

 それに基づいて、具体的にはスイッチを起動す

る際には一気にせずに、エリアごとに起動してく

ださいとか、それとか定期的にフィルターを清掃

してくださいとか、それとか誰もいない教室では、

小まめな入り切りをしてくださいなどの依頼はし

てきております。 

 それともう１点、太陽光発電等に関します自然

エネルギーの関係でございますけれども、自然エ

ネルギーにつきましては、学校で必要となる電力

等をカバーできるかどうかは、発電規模によると

考えております。 

 それで、今後新たな学校整備の際には、当然自

然エネルギーの導入というのは、１つの課題と

なってまいりますので、実際に設置できる、でき

ないに関わらず、まず検討の段階で自然エネル

ギーの活用ができるかというのは、俎上に載せて
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いくべきと考えております。 

 以上です。 

○大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 それで

は、私のほうからは、太陽光発電をすることに

よって、電力高騰に対して影響を緩和することが

できるのではないかという御指摘に対しまして、

御答弁申し上げます。 

 まず、地球温暖化対策実行計画を現在策定中で

ございまして、その中で、今後建物の建て替え、

あるいは改修する際は、太陽光発電のパネルの設

置等を検討するというふうなメニューを盛り込も

うと考えてございます。 

 以上です。 

○大森委員 ＬＥＤ化というのはどれぐらい進んで

いるんですかね。庁内が進んでいると。僕が知っ

ている範囲では防犯灯は全部入れ替えたというふ

うになっているんですけれども、各種ほかの公共

施設なんかでＬＥＤ化をするのか、使用者に電気

代とかいうてお金を取っていますので、そうやか

ら、市はお金を出さんでええからというようなこ

とで、換えないつもりなのか、ちょっとどうなん

ですかね。 

 あれすると電気代も安くなるし、長もちするん

ですよね。防犯灯を一気に換えたときに、そうい

う説明だったと思うんですけれども、電気代プラ

ス長もちすると。ちょっとその辺のところでどう

なんですかね。そういうことを検討されていない

のか、実際、そういうふうな効果があるのかない

のかというのは考えておられるのか、お答えくだ

さい。 

 それから、やっぱり太陽光の利用なんかを一気

に再生可能エネルギーを使うという、切り替え

るって言うふうに一遍検討が必要なんじゃないで

すかね。 

 二酸化炭素を2030年までに65％か60％か削減す

ると、そういう計画も泉南市は持ちたいというふ

うに、今、大谷次長のほうから話があったので、

それに見合うような計画というのは、この機会に

考えたらどうかというふうに。日本の場合はエネ

ルギー自給率も非常に低いので、海外から石油な

ど、天然ガスとか輸入していたら、いつこういう

自体がまた繰り返されるかも分かりません。 

 ちょっとその辺のところを、もっと大きな立場

で、そういうところを考える部署というのは、大

谷次長のところだけなんですかね。その辺のとこ

ろもお答え願いたいですし、大谷次長がおっ

しゃったような形での太陽光発電等の再生可能エ

ネルギーの利用を、もっと抜本的に増やすという

ことでのお考えをお答え願いたいというふうに思

います。 

 それと、コロナのワクチン接種の状況、順調と

いうことでしたけれども、そんなに遅れていると

いうことはないのかもしれません。 

 今、新聞なんか見ますと、ワクチンの接種状況

がずっと府内の一覧が出てますけれども、泉南市

の場合は、第１回目か２回目のときは非常に割と

近隣に比べて高いというか、スピードアップした

ような形の取組をされていました。 

 今は、近隣に比べても特にどっちかというたら

低い、低いいうても僅かですけれども、低いよう

な形になっているんじゃないかと思うんですけれ

ども、もう順調ということでいいのか。もう

ちょっと何か引き上げる取組とか。 

 やっぱり全体に低いことにはなっていないんで

すかね。ワクチンを絶対打たなあかんというよう

なことを強制はできませんけれども、もう少し引

き上げるふうな活動というのが必要じゃないかな

と思ったりしたんですけれども、その点。 

 何か取り組むというお答えはあったと思います

けれども、もうちょっと具体的な中身が分かれば

教えていただきたいというふうに思います。 

 それと、子ども食堂も今回、135万円の支援が

ありますけれども、今、泉南市で子ども食堂とい

うのは何件あって、どんなペースでされているの

か、ちょっと、どういう地域でやっておられるの

か、分かれば。この135万円というのは、どんな

使われ方をするのか、分かれば教えてください。 

 それと、債務負担行為で、教育委員会の執務室

移転事業のことが書かれていますけれども、これ

をもうちょっと、令和４年度から令和５年度とい

うことで、どういう計画になっているのか。大

ざっぱなもんでも構いませんので、ちょっと説明

してください。 

○大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 それで
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は、私のほうからは、先ほどのＬＥＤ化並びに地

球温暖化に関する御質問に対しまして御説明申し

上げます。 

 まず、ＬＥＤ化することで、蛍光灯の電力から

しましたら、おおむね３分の１に削減できるとい

うところです。 

 この本庁に関しては、ほぼ照明に関してはＬＥ

Ｄ化ができてございまして、ほかの出先の庁舎と

いうか、施設に関しましては、まだ蛍光灯のまま

というところが多数ございますので、今回地球温

暖化対策実行計画の中で、蛍光灯をＬＥＤ化する

というふうな方向でメニューを考えてございます。 

 ただ、老朽化している施設に関しては、建て替

えのタイミングでネット・ゼロ・エネルギー・ビ

ルディング、ＺＥＢ化をするということで、先ほ

ど申し上げました太陽光発電並びに蛍光灯をＬＥ

Ｄ化すると。 

 そのほかにも多々あるんですけれども、地球に

やさしい、そのような取組を考えてございます。 

 先ほど政府のほうでは、2030年に46％のＣＯ２

を削減するというふうなことを発表しております

ので、泉南市のほうも、それに準じた形の計画で

今進めております。 

 以上です。 

○奥野家庭支援課長 それでは、私のほうからは、

子ども食堂について御答弁させていただきます。 

 現在何か所かということでございますが、令和

２年度から地域共生のまちづくり推進事業を活用

しまして、４団体に補助をしているところでござ

います。 

 この事業につきましては、今年度で終了すると

いうところで、今回新たに補正というところで、

今補助している団体以外の団体への補助、そして

あと補助している団体の中から、事業を拡充する

団体、その拡充する部分への補助というところを

予定しておりまして、新たに補助する団体が１か

所ございます。 

 ほかに拡充する団体２か所で計３か所なんです

けれども、本市が把握しているのは、現在計５か

所というところになってございます。 

 また、今回の補正の経費区分につきましては、

前回もそうですが、人件費、ボランティアへの謝

礼、あと食材の経費、あとその他備品等、あと事

務用品等になってございます。 

 以上です。 

○桐岡教育部次長 教育委員会の執務室移転事業に

つきましては、教育委員会の一部機能を残して、

そのほかを埋蔵文化財センターへ移転するものを

計画するものと考えております。 

 なお、当初の移転計画におきましては、年度が

替わったゴールデンウイークぐらいの移転を想定

しておりましたが、検討を進める中で、毎年５月

から６月につきましては、学校にとって子どもが

新しい学校に慣れるための重要な期間であるとい

うことと、そのために、教育委員会のほうからは、

学校へのサポートが必要となる期間であるという

ことになっております。学校における様々なリス

ク、これらを低減する観点からも、現在は学校が

夏期休業中となる７月から８月の移転を目指して

鋭意作業を進めているというところでございます。 

 その作業の中で、執務室移転に必要な作業を検

討精査しますと、いろいろな住民基本台帳のシス

テム、それとかＬＧＷＡＮ回線のシステム等、既

存システムの改修が必須であるということになっ

ております。 

このようなシステムを改修するのに必要な半

導体、こちらのほうが世界的な供給不足になっ

ているということで、事業者のほうからは、４

月に発注をいただいても、夏期の移転には間に

合わないという回答がありましたので、こちら

のほう、そのため必須システム、従来型のシス

テムに限りまして、できるだけ早期に発注を行

う必要が生じましたので、このたび令和４年度

予算として債務負担をお願いするものとなった

ものでございます。 

 以上です。 

○田代健康子ども部次長兼保健推進課長 新型コロ

ナワクチン接種につきまして、御説明させていた

だきます。 

 近隣に比べて低いのではという御指摘について

なんですけれども、直近のデータの比較はちょっ

とできていないんですが、以前のデータでは、特

に大きな差はなかったように思うんですが、ただ

若い方であるとか、子どもさんについては、やや
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低い傾向にあったかというふうに思います。 

 接種率を引き上げる取組としましては、やはり

努力義務ということで、最終的には御本人さんや

保護者の意思というふうになりますが、検討をお

勧めしていきたいということで、具体の勧奨策と

しましては、接種券の御案内に、子どもさんにつ

きましては、保護者向けとともに御本人さん向け

に、ルビを付けました説明文書を送付させていた

だいております。 

 また、学校を通じまして、大阪府作成のチラシ

の配布をしていただいたり、また広報折り込みチ

ラシであるとか、市のウェブサイトを通じまして

繰り返し周知のほうを図っていきたいというふう

に思っております。 

 以上です。 

○大森委員 市長か副市長にお答え願いたいと思う

んですけれども、気候危機の問題、それからこう

いう光熱水費の高騰の問題を考えて、これを機会

に市長も新しく替わったことですし、ＬＥＤ化を

進めるとか、再生可能エネルギーのやつを進めて

いくとかいうのを、ぜひ積極的に取り組んでいた

だけたらなと。 

 特に、気候危機の問題は若い人に関わる問題な

ので、そういう意味でいうたら、若い市長にとっ

ても、大変関心を持っておられる問題ではないか

なというふうに思いますので、ちょっとその辺の

ところをお答え願いたいと。 

 ＬＥＤ化も思い切って進めることができないん

ですかね。建て替えのときのことを考えて、その

ときにみたいなことという答弁がありましたけれ

ども、積極的に進めたらどうかなというふうに思

いますので、その辺のところを、再生可能エネル

ギーの活用も含めて、ちょっと答弁いただけたら

なと思います。 

 それと、泉南中学校なんかはどうなんですか。

太陽光の大きさによって、なんか規模によって変

わるとかおっしゃったけれども、具体的に泉南中

学校なんかはどんなふうな太陽光、１階に入った

ら、パネルでどれぐらいの電力ができましたとか、

ああいうパネルもあって、そういう気候危機の問

題とか、学習にも役立っているんじゃないかと思

うんですけれども、どれぐらい太陽光で泉南中学

校が賄われているのか、分かればちょっと教えて

いただきたいと思います。 

 それから、教育委員会の埋蔵文化財センターへ

の移転の問題でちょっと資料を、分かれば出して

いただきたいなと思います。 

 一部の機能を残すというようなお話しやったけ

れども、一部の機能というのは、どこをどんなふ

うに残すのかというようなこともぜひ知りたいで

すし、埋蔵文化財センターの場所も、そういう広

い場所というのはあるのかどうかとか、その辺の

ところも考えたりしますので、ちょっと出せる資

料があれば、これも早く出していただきたいとい

うふうに思います。 

 それと、介護施設が建設資材難で入っていない

ということは、来年度以降はまた建設を進められ

るということでいいんですかね。ちょっとその辺

のところを説明してもらいたいというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○堀口委員長 埋蔵文化財センターへの移転の計画

案みたいなのは、またこれは委員会に示してもら

えますか。教育長、いけますか。 

○桐岡教育部次長 今質問あったことに関しては、

お答えできるものはお答えした上で、まだ概要が

固まっていない部分とある部分がありますので、

固まり次第提出させていただきたいと考えており

ます。 

 まず、質問いただきました一部の機能とは何か

ということですけれども、今現在考えております

のは、当然移転することによって、市民サービス

を低下させるということは、一番駄目だと考えて

おります。 

 私どもが考えておりますのは、教育委員会の中

で市民さんと直接接する必要がある業務、それと

お金を扱う業務につきましては、改めて新しい部

署というか、窓口を設置して本庁に残して、その

他の部分については移転するというふうな方向性

で考えております。 

 それともう１点、埋蔵文化財センターのどこの

場所かですけれども、基本的には埋文の１階を考

えておりまして、２階については、当然埋蔵文化

財センターの展示コーナーとか、埋蔵文化財セン
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ターが資料を展示される部分というのは残しなが

ら、１階の今、泉佐野市と広域的にやっている業

務として本市から切り出した部分です。 

 そこで空いた部分を活用して、現在の教育委員

会にある部署のほうを、現在当てはめていってい

るという作業を進めている状況にございます。 

 移転につきましては以上でございます。 

（発言する者あり） 

 すみません、泉南中学校につきましては、現在

詳しいワット数と発電量が分かりませんけれども、

ただ、中学校が必要となる電力を賄えるほどの大

きなものではございません。 

 具体的に言いますと、街灯１つ停電のときに使

えるぐらいの電力量だと聞いておりますので、先

ほど話がありました、今回の電気料金の高騰に資

するものというようなものではございませんので、

今後設置していく必要があるのは、大電力のよう

なものも踏まえた上で検討していく必要があるの

かなと考えております。 

 以上でございます。 

○藤原長寿社会推進課長 来年度以降の小規模多機

能の介護施設の事業所の予定でございますが、現

在も泉佐野市にある広域福祉課のところとは連携

を取っておりますが、広域のほうが認可の窓口と

なっております。 

 本体事業の許可がおりる中で付随するこの地域

交流スペースの建設につきましても、連携を取り

ながら調整をしていきたいと考えております。 

○阿児副市長 先ほどの再生可能エネルギーの関係

についての御質問にお答えをさせていただきます。 

 再生可能エネルギーの活用、その前提としまし

ては、いわゆる脱炭素化への取組ということで、

これにつきましては、本市の事務事業を進めるに

当たって、大変大切な課題であるというふうに認

識をしております。 

 御指摘の庁舎はもうできておりますけれども、

ほかの施設についてのＬＥＤ化の推進に関する御

指摘でございましたけれども、私ども、今申し上

げましたように、脱炭素化への取組は担当次長か

らも御説明いたしましたように、実行計画の策定

に取り組んでいるところでございます。 

 その中で、当然ＬＥＤ化に転換するというとこ

ろについても、重要な要素の１つというふうに考

えておりますけれども、できるだけ速やかにとい

うのは十分承知をしております。 

 転換に当たりましては、当然効率的、効果的に

事業を進めていくということが必要でございます

ので、その考えの下に計画的に進めてまいりたい

と、このように考えております。 

○井上委員 それでは、大きく３点ほどお聞かせい

ただきたいと思います。 

 まず１点目に総務費、91ページから93ページ辺

りにかけての市長選挙費及び参議院議員通常選挙

費の項目なんですけれども、その内訳の中に、ポ

スター掲示場設置及び撤去費用ということで、そ

れぞれマイナスで計上されているんですが、この

マイナスとなった理由を教えていただきたいなと

思います。 

 次に、96ページ、民生費のほうで、先ほど大森

委員からの質問にもありましたフードバンクの件

なんですけれども、こちらのほうは、今回生活困

窮者支援体制構築事業といたしまして、国からの

補助金で初めてフードバンクに対しての補助にな

るのかなというふうに認識はしております。 

 先ほどの御答弁にもありましたように、今回国

からの支援があったということで、特別にフード

バンクに支援が、補助がおりたということなんで

すが、今回限りだということで、先ほども御説明

いただいておりました。 

 非常にこのフードバンクというものは、昨今注

目度も上がってきており、拡充をしていく必要も

あるのかなと思うんですが、改めて市として継続

的な支援というところで、お考えをお聞かせいた

だきたいなというふうに思います。 

 次に、98ページのこちらも先ほど大森委員から

ありましたが、子ども食堂の件なんですけれども、

今回この子ども食堂に関しましても、国からの補

助があったということで、従来補助をしていた団

体に加えて、新たなところに、事業者に対して補

助を今回するということで、先ほど御答弁いただ

いておりました。 

 従来から補助をしていただいているほうが、令

和２年度から令和４年度までで一区切り付くとい

うことで、先ほども御説明いただいておりました
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が、１点お聞かせいただきたいのは、令和５年度

以降において、こちらに対しても、また新たに国

からの補助があれば、充当していくのかなという

ふうにも思うんですが、市としても補助を継続的

に行っていく予定があるのかというところを、お

聞かせいただきたいと思います。 

 以上です。 

○阪口総合事務局長 私のほうからは、市長選挙及

び参議院議員選挙の委託料のポスター掲示場設置

及び撤去費の減額について説明させていただきま

す。 

 それぞれ、この委託料につきましては、入札を

行っておりますので、入札による減ということに

なっております。 

 以上です。 

○高尾福祉保険部次長兼生活福祉課長 私のほうか

らは、フードバンクの今後ということでございま

すけれども、今現在、ここサポで独自事業でフー

ドバンク事業をやっていただいております。 

 フードバンクの物品とかいうふうな内容につき

ましては、フードバンク大阪というふうなところ

に、月額5,000円の会費を払って物品等を調達し

たり、また大阪信用金庫、羽倉崎のマックスバ

リュさんに物品を提供していただいたりしており

ます。 

 また、広報等に依頼、掲載をさせていただいて、

市民さんからの物品の提供というふうなこともあ

りますので、そういった形でハード的な支援では

なくて、広報とかそういうふうな部分でのソフト

的な支援というのをやっていきたいと思っていま

す。 

 また、継続的支援は今のところ考えてはござい

ませんけれども、先ほどの答弁の内容で、また今

後国からのこういった支援の補助金等の活用があ

れば、そこは怠りなくやっていきたいなと思って

おります。 

 以上です。 

○奥野家庭支援課長 私のほうからは、子ども食堂

の来年度の予算についてというところで御答弁を

させていただきます。 

 議員御披瀝のとおり、令和２年度からの補助事

業は、今年度一定終わると。また今回の補正の事

業も、今年度限りの事業ということでございまし

て、子ども食堂については、地域の中で本当に民

間の活力を生かした運営を現在していただいてい

るところでございます。 

 そういう民間の活力というのを、行政としても

応援していかなければいけないというふうに考え

てございます。 

 そういう意味で、来年度以降について、子ども

食堂の活動を今後も継続、そして発展させていく

ために、引き続き財政支援としての新たな補助が

必要だというふうに考えてございます。 

 今後、新規予算の計上に向けて、国の補助金を

活用しながら慎重に検討をしてまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○井上委員 ありがとうございます。選挙ポスター

の件なんですけれども、もう少し具体的に教えて

いただきたかったのが、例えば設置する看板の数

とかで増減しているのかなというふうにも思った

んですけれども、例えば市長選挙のときと参議院

選挙のときの減額の額が違っているので、もう少

し具体的にどこが違ったから、その減額の費用が

変わったのかなというところで、もし教えていた

だけるのであればちょっと、分かればで結構なの

で、ちょっと教えていただければなと思います。 

 次に、フードバンクのほうなんですけれども、

それぞれのいろんな事業者さんが、それぞれ独自

事業で、フードバンク等をしていただいている中

で、特に泉南市ではここサポのほうで、従来から

フードバンクの事業をしていただいていたとおり

ということで、今回もその補助の対象時業者と

なっています。 

 ここで、ここサポさんのホームページ等を見さ

せていただいても、フードバンクに関する情報と

いうものが、一般的に目に見える形で公開されて

おりませんので、こういったところを少し誰の目

で見ても分かるような形で検討していただいても

いいのかなというふうにも考えております。 

 ほかの自治体においても、なかなかフードバン

クの情報が詳細に出てくる自治体というのは、ま

だ現段階でも非常に少ないかなというふうには

思っておりますので、あくまで意見として検討し
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ていただければなというふうに思っております。

ちょっとお考えをまたお聞かせいただけたらと思

います。 

 あと、子ども食堂のほうなんですけれども、継

続的な支援が必要だということでも、お答えいた

だきました。またこういった子ども食堂に対する

支援というものは、基本的には創業、立ち上げ当

時の運営を補助するということが、本来の目的か

なというふうには認識しているんですけれども、

もちろん継続的な支援もしっかりとしていただく

には、こしたことはないというふうにも思ってお

ります。 

 やはり重要なのは、団体さんが自走していける

ようなサポートも、市としてしっかりとしていく

必要があるというふうに考えているんですが、例

えば寄附であったりとか、食料の支援であったり

とか、または先ほどのフードバンク等の活用とか

も含めて、子ども食堂を運営する事業者さんが自

律的に行っていける、運営をしていけるような支

援というものを含めて、市のほうでしっかりして

いく必要もあるかなと考えてはおりますが、その

点に関しても、ちょっと改めてお考えをお聞かせ

いただけたらなと思います。 

○阪口総合事務局長 市長選挙と参議院議員選挙で、

ポスター掲示場の数は162か所で変わっておりま

せん。 

 あと、市長選挙のときは市議会議員の補欠選挙

もありましたので、ポスター掲示場を２つつくっ

たと。参議院議員選挙のときはポスター掲示場を

１つ、それぞれについて積算した金額と実際の落

札される金額との差がありましたので、減額、落

札減が生じたということになっております。 

 以上です。 

○高尾福祉保険部次長兼生活福祉課長 私のほうか

らは、フードバンクの周知というふうなことでお

答えさせていただきます。 

 ここサポ泉南と連携をさせていただいて、周知

については、またここサポ泉南のホームページ等

に載せていただけるように、提案等をしていきた

いと思っております。 

 以上です。 

○奥野家庭支援課長 私のほうからは、子ども食堂

団体へのサポートというところの御質問でござい

ます。 

 先ほどもフードバンクの答弁もございましたが、

実際、フードバンクの活用というのを、子ども食

堂のほうでもしていただいております。具体的な

全体的なことというのは、本市のほうでは把握は

できていないんですけれども、一部の子ども食堂

の団体が、民間企業とのやり取りの中で、食材の

提供を受けているというのは聞いてございます。 

 そういった情報を今後子ども食堂の団体同士で、

きっちりと共有していただくような流れというと

ころで、10月には子ども食堂のネットワーク会議

というのを開催させていただきました。その中で

情報共有をしていただいたり、今後この子ども食

堂のネットワークというのを、それぞれの団体に

登録していただいて、いろんな情報を共有しなが

ら底上げをしていただきたいなというふうに考え

ております。 

 また、子ども食堂については、やっぱり地域の

ネットワークを活用した中で、子どもだけではな

くて、世代を問わない居場所、地域のコミュニ

ティの場となっていくことが、本当に理想なのか

なというふうに考えております。 

 そういう意味では、地域共生のまちづくりの一

環ではないのかなというところで、そういう子ど

も食堂が地域の中で活躍できるように、行政とし

ては重層的な支援体制を視野に入れながら、関係

部署、関係機関とも協議して、今後連携をしてま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○井上委員 ありがとうございます。ポスターの件

なんですけれども、すみません、ちょっと的を外

れたことになるかもしれないんですけれども、要

はポスターの掲示板の数というものを、再度改め

られないかなというふうにもちょっと思っており

ます。 

 以前どなたかもおっしゃっていただいていたこ

とやと思うんですけれども、今、選挙の際には市

のほうからチラシ等で全戸配布をして、出馬する

方というのは周知していただいていると思います。 

 この162か所の設置場所というものも、本当に

これだけ必要なのかということも、もし検討でき
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るのであれば、してもいいのかなというふうに思

います。こちらのほうは意見です。 

 あと、フードバンクと子ども食堂に関しては、

やはり今この社会的に抱える問題として、非常に

重要な取組だなというふうに思っておりますので、

市のほうとしても、しっかりとサポートできるこ

とを連携して取り組んでいただきたいなと思いま

す。 

 以上です。 

○堀口委員長 阪口事務局長、あれ答えられますか。

ポスター掲示場の数の考え方とかは。 

○阪口総合事務局長 公職選挙法の施行令の中で、

各投票区ごとの有権者の数と、その面積に応じて

ポスター掲示場の数というのは決まっていますの

で、有権者の数が変わると、そこの選挙区のポス

ター掲示場の数が変わったりしますけれども、こ

こ数年はそういう変化がないので、同じ162か所

できております。 

 以上です。 

○澁谷委員 ちょっと３点ほどよろしくお願いいた

します。 

 まず最初に、先ほどいわゆる光熱水費の増額と

いうことで、これは水道企業団を除くいわゆる当

初予算の3,658万円の、先ほど23.9％アップでと

言われておりましたけれども、これはもちろん補

正ですので、この１月から３月までの期間のとい

うふうに捉えていいんでしょうかね。ちょっとそ

れを確認です。すみません、教えてください。 

 それと、歳入の中の民生費の委託金の中で、86

ページです。生活のしづらさなどに関する調査委

託金というのが10万7,000円入っております。こ

れってどこに委託をされる、どういう内容のもの

なのでしょうか、ちょっと教えてください。 

 それから、90ページのところの避難所等備品購

入費というのがありますが、ここで寄附金という

ふうにお聞きしましたけれども、この50万3,000

円、どこからの寄附金なのでしょうか。またこれ

は何に使われる予定なのでしょうか、教えてくだ

さい。 

 それと、97ページのところで、これは毎回こう

いう予算のたびに、ずっと増えてきているなとい

うのが、いわゆる就労継続支援給付費、また共同

生活援助給付費です。 

 これは、障害者の方の就労とか、また共同生活

グループホームですよね。そういうところの経費

が今回でも6,600万円、また共同グループホーム

のほうでは2,300万円、これは理由というのは、

当初予定していたより利用者が上回ったというこ

となんですけれども、これはどのぐらい増えたら、

このぐらいの経費が必要なんでしょうか、その内

容を教えてください。 

 同じく、放課後等デイサービス給付金もそうで

すが、利用者が予定より上回ったということで

4,200万円、ここの扶助費が計上されていますけ

れども、これも同じです。どのように当初から増

えたのかということと、使途について教えてくだ

さい。 

 それから最後に、101ページのところで、未熟

児養育医療助成事業というのがあります。ここで

確認なんですけれども、この未熟児というのは出

生時何グラム、どうなんでしょうかね。 

 よく今、古い話ですけれども、2,500グラム以

下は未熟児とか、今回その分で120万円、その医

療費が増えたということなんですけれども、何人

の方が今年の４月以降に生まれた子どもさんとい

うことだと思うんですけれども、その辺の内容を

教えてください。 

○清野財政課長兼行革・財産活用室参事 今回の光

熱水費の補正の時期でございますけれども、不足

分という形になりますので、各施設によって微妙

な状況の違いはありますが、補正後に支払う分に

ついての不足分という形で、おおむね12月使用分

から３月使用分までという形です。 

 以上です。 

○宮本危機管理課長 私のほうからは、90ページの

避難所の寄附金の件について説明させていただき

ます。 

 まず、どこからかというところですけれども、

明治安田生命、保険会社のほうから寄附を頂いて

おります。 

 何に使うかですけれども、避難所の非常用トイ

レを１つ購入しようと思っております。それとあ

と、物が増えてきておりますので、物を置くス

チールラックであるとか、あと防災訓練であると
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か、そういうときに使うマルチライトといいまし

て、手持ち用のスピーカー機能がありまして、

「こちらへどうぞ」とかいう機能であるとか、ラ

イトが付いている、そういう防災マルチライトと

いうものを購入しようと思っております。 

 以上です。 

○山口障害福祉課長 そうしましたら、私のほうか

らは、まず民生費委託金の生活のしづらさなどに

関する調査委託金につきまして御説明させていた

だきます。 

 こちらの調査なんですけれども、国のほうが実

施いたしまして、府から市のほうに委託される調

査でございます。この調査につきましては、５年

に一度調査が実施されているんですけれども、前

回は平成28年度に実施されまして、本来でしたら

昨年実施予定だったんですけれども、新型コロナ

ウイルス感染症拡大のために、１年遅れで今年度

実施することになったものでございます。 

 続きまして、扶助費の就労継続支援給付費と共

同生活援助給付費等の増額の件でございます。 

 その内容なんですけれども、当初見込みを出し

ているんですけれども、前年の決算見込額に確実

に新規利用の見込まれるような人数のみを計上さ

せていただきまして、どれぐらい増えるかという

のが、大体上半期の様子を見させていただいて、

例年補正を組ませていただいております。 

 当初、例えば就労Ａ型につきましては360件程

度かなという見込みだったんですが、もう上半期

で250件ほどの件数になっておりまして、額的に

いいましても、上半期に想定していた分のもう全

体として６割を超えるような額になってきており

ます。 

 同じように、グループホームなんかでも、件数

なんですけれども、見込み件数自体はそう大きく

変わらないんですけれども、お一人の単価が変

わったりもするので、どういったサービスを利用

されるかという、その見込みが昨年の大体平均ぐ

らいの単価で見込んでいたんですけれども、今年

はサービスの障害の区分なんかも、程度も人それ

ぞれですので、１人単価がちょっと上がってし

まったりとかしておりまして、上半期でかなり増

えてきているというところでございます。 

 放課後デイサービスにつきましては、こちらも

コロナなんかでちょっと利用控えの時期もあった

んですけれども、またちょっと落ち着いてきてい

るところもありまして、当初見込みは4,600件ぐ

らいかなと、年間予想していたんですけれども、

もう上半期で2,500件を超えておりますので、単

純に倍にしましても5,000件を超えていくかなと

いうような伸びになってきております。 

 以上です。 

○奥野家庭支援課長 それでは、私のほうからは、

未熟児について何グラム以下という御質問に対し

て御答弁させていただきます。 

 未熟児の対象者なんですけれども、体重が

2,000グラム以下というところになっております。

その他状態によって運動の不安があったり、体温

が34度以下であったり、循環器系、呼吸器系、ま

たは消化器系にちょっと弱いところがあったりと

いうところも対象にしてございます。 

 あと、現在何人かという御質問でございますが、

今回補正を上げる段階で４人の方が利用していた

だいているんですが、12月に入って、またもう１

名増えまして計５人に利用していただいています。 

 以上です。 

○堀口委員長 これは課長、ちょっと確認なんやけ

れども、2,000グラムの定義なんやけれども、そ

の出生時のときの2,000グラムなんか、それとも

出生時に例えば2,100グラムとか2,200グラムやっ

た場合、出生直後に体重が減少することがあるん

やけれども、そのときの対応はどうなっているか、

ちょっと分かりますか。 

○奥野家庭支援課長 2,000グラム以下というのは、

出生時のというところになります。 

○澁谷委員 ありがとうございました。生まれたと

きの体重ということで、その後退院するときには、

多分100グラム、200グラムどのお子さんも体重が

減りますが、生まれたときのあくまでも測った体

重ということですね。 

 今2,000グラムとお聞きしたんですけれども、

来年リトルベビーハンドブックが大阪府で発行さ

れるようになりました。これはお聞きになってい

るかと思いますが、2,000グラムでなくて1,000グ

ラム以下の子どもさんのいわゆる母子手帳に記入
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ができないので、そういう子どもさんたちの成長

を記入できるようなものということなんですが、

それに対応する子どもさんというのは、いらっ

しゃるんでしょうか。またそこら辺の状況も教え

てください。 

 それから、就労のところですが、本当にいわゆ

る障害者の方のＡ型、Ｂ型にせよ、就労支援とい

うのは本当に大切で、いつも聞くんですが、こう

やってすごく予算が増えた数というのが、当初は

予想していたよりも倍以上になるとか、その辺が

障害者の方が増えたのでしょうか。それか、障害

者であっても就労しなかった人が就労できるよう

になって増えたのでしょうか。 

 一挙にびっくりするぐらいに、就労していただ

けるほうがうれしいんですが、そしてまたその就

労されるいわゆる賃金というんですかね、そこに

はこういう予算というのは反映されませんよね。

各事業所のいわゆるやり方、やり方というのはお

かしいですけれども、によって反映されると思う

んですが、そこら辺のことも教えてください。 

 グループホームというのは、これだけ予定より

人が増えてきて、利用者が増えてきているんです

が、今の時点で足りているんでしょうか。そこら

辺の状況もグループホームの、また作業所、施設

に関しても教えてください。 

○奥野家庭支援課長 新生児1,000グラム以下のお

子さんが何人いらっしゃるかというところなんで

すけれども、先ほど御答弁させていただきました

11月末現在で４人のうち３人が1,000グラム以下

でございます。それ以外の方は1,000グラム以上

ということになってございます。 

 以上です。 

○山口障害福祉課長 そうしましたら、就労継続支

援等の増えの部分で、障害の方が増えているのか

どうかとかいう関係の御質問でございます。 

 実際のところ、精神関係の手帳であるとか知的

の関係の手帳の所持冊数というのは、例年増えて

きている傾向でございます。 

 そういった方々が、こういった就労継続支援等

を利用していただくことが増えてきているという

現状もございます。 

 そして、事業所さんのほうも最近増えてきてお

りまして、利用しやすい状況となってきていると

いうとこらも、増加につながっているのかなとい

うふうに思っております。 

 あと、グループホームも委員御指摘のとおり、

もうどんどんやはり親なき後のことも想定しまし

て、早めのうちから自立していこうというお考え

の方がどんどん増えておられまして、グループ

ホームも数が増えてきておりますし、入所を早い

うちから自立して暮らしていきたいというような

利用の御希望の方が増えているというとこら辺が、

ちょっと予想を超えて増えているということにつ

ながっているかというふうに考えております。 

 以上です。 

○田代健康子ども部次長兼保健推進課長 リトルベ

ビーハンドブックについての御説明をさせていた

だきます。 

 通常の母子手帳であれば、成長曲線の記載が

1,000グラム以下についてはできないということ

で、都道府県単位で母子手帳に代わるものを作成

しているところが多いということで、大阪府にお

きましても、今年度現在作成のところでございま

す。 

 配布につきましては、医療機関を通じて配布す

ることになる可能性が高いかとは思いますが、ま

た詳細が分かりましたら、広く市民の方にも周知

していきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○澁谷委員 ありがとうございました。今後の伴走

的な子どもさんの支援、母子支援というのがこれ

から始まっていくと思います。国のほうもそちら

のほうに力を入れていらっしゃいますので、グ

リーフケアも含めて、超低体重児の超未熟児の方

のこういう初めてされることですよね。日本でも

このリトルベビーハンドブック、周知をしていた

だいて、これに該当する子どもさんが、１人でも

２人でもいらっしゃるんであれば、そこら辺を

しっかりとまた支援をしていただきたいと思いま

す。 

 すみません、１つ聞き忘れていました。先ほど

言われました国から府を通じて市への生活のしづ

らさに関する調査は、５年に１回行われるという

ことなんですが、具体的にこれは社会福祉協議会
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ですか、どなたが、どういう形で、どうやって調

べるんですか、調査をされるんでしょうかね。そ

れだけ教えてください。 

○山口障害福祉課長 この生活のしづらさなどに関

する調査なんですけれども、こちらはもう市のほ

うで市の職員が行います。まず事前に、国の指定

する区域を事前に知らされまして、この地区を調

査しなさいということで来るんですが、この地区

に事前にまずポスティングといいますか、チラシ

を配らせていただいて、近いうちにこの調査でお

伺いしますと。 

 また、該当の何か生活のしづらさを抱えておら

れる、例えば障害をお持ちであったりとか、手帳

がなくても何かそういった身体等とか心とか、そ

ういったところに生活のしづらさを抱えておられ

る方がいらっしゃる、該当される方に調査票をお

配りしますということで、また再度職員が訪問し

て、その調査票をお渡しすると。 

 その調査票につきましては、御記入いただいた

方から直接郵送で返送していただくというような、

そういった流れになっておりまして、職員の時間

外の勤務ですとか、そういったところの経費がこ

ういった委託金として府から支払われるというよ

うな形になっております。 

 以上です。 

○堀口委員長 ほかはないですか。――――以上で

本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○大森委員 賛成の立場で。今回の大きな特徴とし

ては、光熱水費の値上げに対して補正予算が組ま

れるということが１つの特徴だと思いますけれど

も、やっぱりこれだけ今物価高で、市もそういう

影響を受けていますし、一般市民の方もやっぱり

いろんな影響を受けているということです。 

 そういう中で、フードバンクの支援とか、子ど

も食堂への支援などをしてもらっていることは、

大変心強いと思いますけれども、困っているのは

こういう、今も言うたように一般市民の方も大変

な状況にありますので、これからも特に来年度以

降、年末にはいろんな５万円とか商品券なんかが

届いていって喜ばれていますけれども、やっぱり

それでも不十分だという声がありますので、途切

れなくまた来年以降も、そういう対策を取ってい

ただきたいというふうに思います。 

 それともう１つは、これも物価高というか、同

じところの問題なんですけれども、2018年に台風

で電柱が倒れて、停電で大変なことになったとい

うことは、もう皆さんも覚えておられることだと

思いますけれども、やっぱりそれを考えると、避

難場所になるところとか、できるだけ公的施設は

太陽光とか、水力とか、そういう小型の水力の発

電なんかも今あるようなので、そういう形で、例

えば電柱が倒れても停電になっても、それぞれの

避難場所で対応できるような、そういう施策も引

き続き取り組んでもらいたいと。 

 デジタル化を進めるということなので、電気が

通じなくてパソコンとか携帯とかつながれへんと

いうことは、本当にもうライフラインが切れるよ

うな事態にもなりかねないので、そういう意味で

も、自家発電とか、それから今言うたような再生

可能エネルギーを使う、どんどん増やしていく野

心的な取組をぜひやっていただきたいということ

を、期待を述べて、賛成の討論とさせてもらいま

す。 

○堀口委員長 ほかはないですね。――――以上で

本件に対する討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第16号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第17号「令和４年度大阪府泉南市後

期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）」

を議題とし、質疑を行います。質疑はありません

か。 

○大森委員 この減額の理由は、高齢者の保健事業

と介護予防の一体的な実施に関わる事業が延期さ

れたという説明がありましたけれども、この事業

の中身、具体的にいえば、保健事業、ここで言わ

れる高齢者の保健事業というのは、どういうこと

なのか、どういう中身なのか。 

 それから、介護予防の一体的実施という、ここ

で言う介護予防というのはどんなものが上げられ

ているのか。金額も1,000万円に関わるようなも



 

-14- 

のなので、大変重要な、重要というか、何らかの

影響のあるこういう事業が１年間延ばされる、今

回減額になったということで、関係のところで支

障が出たりしないのか。来年度以降はどんな形に

なるのか、その辺についてちょっとお答えくださ

い。 

○増田保険年金課長 今回減額の補正をお願いして

おります件につきまして御答弁申し上げます。 

 事業の内容につきましては、特に75歳以上の後

期高齢者の方の医療費なり介護保険給付費が高騰

している中で、長寿社会の介護担当の方であった

りとか、あるいは一般の保健センターとの連携を

強化して、保健事業の効率的な推進を進めて、そ

ういったところを予防していきましょうというこ

とで取り組もうとしたところだったんでございま

すけれども、そちらに書いてございますとおり、

必須の条件といたしまして、医療従事者、特に保

健師さんの参画が必須となってございます。 

 そちらのほうがかなわずということで、必須条

件のところがどうしても手当てができないという

ことで、今年については実施をどうしても見送ら

ざるを得ない。その代わりといいますか、また令

和５年度には改めて要求をさせていただきまして、

何とかその辺をクリアして取り組んでいきたいと

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○大森委員 今説明があったように、本当にこれ大

事な事業ですよね。75歳以上の方にはね。医療費

の値上げなんかも出てきていますし、窓口負担が

２割に、一部の方は２割になったとかいうことで、

受診抑制がないかとかいうふうなことも心配され

る中で、この事業が延期されたというのは、国全

体ですか。泉南市だけのことですか。 

 医療従事者の参加者が少ないということは、そ

れなりのケア労働に対する報酬が不十分だとか、

その仕事がもうコロナの下で、本当に大変な下で

されていて、やっぱり仕事をやりたくても、

ちょっと無理じゃないかということで二の足を踏

まれる状況があるのか、ちょっとその辺のところ

ももうちょっと詳しく説明してください。 

○増田保険年金課長 事業自体は、もう全国的に取

組が進まれております。それで、繰り返しになり

ますけれども、ある程度専門的な知見に基づいて

事業をしなければならないということで、医療従

事者、あるいは管理栄養士なり、歯科衛生士等に

ついてはスポットで雇用し、医療従事者について

は、正規職員を手当てしなければならないという

ことになってございます。 

 その中で、長寿社会推進課とかの横の連携ある

いは保健センターとのふだんの健診とかでも、横

の連携を取って、そういったところを補っていっ

て、高齢者の方に予防的な保健事業を推進してい

こうという事業でしたが、かなわずということで

１年間先延ばしになったということでございます。 

○大森委員 結果論としていろいろ努力されて取り

組まれて、できなかったということだというふう

にはもちろん思っています。 

 しかし、だからといって、本当にこういう予算

は国からの予算ですよね。1,000万円もの予算が

国から出されて、普通はできるはずのこと、国全

体では進んでいると、できていないところもある

でしょうけれども、医療不足というのは、別に泉

南市だけの問題じゃないんやけれども、ほかの市

町村はそういうことを乗り越えて、何らかのこと

をしながら実施しているわけでしょう。 

 泉南市ができないということであれば、市民に

対して本当に福祉とか高齢者の皆さんに、せっか

くのこういう援助というか、支援が届かないとい

うことについては、ちょっともうきっちりとした

対策を取ってもらわなあかんし、例えばほかの行

政区だったら、医療従事者に対して上乗せでいろ

んな支援をしているとかいうようなことがあれば、

やっぱり泉南市でもそういうことはしてもらわな

あかんやろうと思います。 

 その辺のところで、こういう今年できなかった

ことについては、努力もしたけれども、できな

かったということの反省というのはあればとか、

次からはこんなふうに体制を強化していこうとか、

取り組んでいこうということがあれば、ちょっと

そこら辺もぜひ述べていただきたいというふうに

思います。 

 来年度は必ずできるように、今年の分を取り戻

すように頑張ってほしいんですけれども、その辺

はどんなふうに考えておられますか。 
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○加渡福祉保険部長 確かに御指摘されるように、

泉南市の高齢者にとっての健康事業の推進が遅れ

てしまったということは、これは否めないと思い

ます。 

 そのため、現状行っております国保の特定健診、

そして特定保健指導、この辺はコロナの中であっ

ても、府下の自治体の受診率が下がる中でも、率

を維持以上にさせてきております。 

 それで、高齢者の一体化事業だけは取組を行え

なかったと。これはやはり専門職が府下全域で取

り合いになっているんですね。その中で泉南市の

単価では確保することがかなわなかったというこ

とで、そのまま放置しているわけではなくて、や

はり全庁的に、この金額では難しい状況がありま

すと。 

 そして、令和５年からは必ず実施する必要があ

るので、保健師を確保できる、そういう賃金にし

てもらえないかということで、今協議しておると

ころでございます。 

 それで、内部的にも今の保健師が一体化事業に

回って、任期付なら任期付さんを今の保健事業に

充てて、同じ執務室で事務をするんであれば、対

応していけるんではないかという、そういう形で

一応内部では検討させていただいておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

○堀口委員長 ほかないですか。――――以上で本

件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○大森委員 賛成ですけれども、本当にどう言うん

かな、コロナの下で担当の人らも一生懸命してい

るのもよく分かっているし、それからそういう医

療従事者の人も大変な思いの中でしているのは、

よく分かっています。 

 だからこそ残念というか、単価の引上げという

のはどのレベルか分かりませんけれども、もう少

しすれば皆さんの努力が実って、そうやって医療

を応援したいという方の仕事のところもできたや

ろうし、それから泉南市のほうにも来てもらえる

というようなことができたと思います。 

 こういうこと、残念なことにならないように頑

張ってもらうということを信じて、賛成討論とさ

せてもらいます。 

○堀口委員長 ほかはないですか。――――以上で

本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第17号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第17号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第18号「令和４年度大阪府泉南市公

共用地取得事業特別会計補正予算（第１号）」を

議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 

○大森委員 補正の理由が借入利率の確定に伴う利

子の減額というふうにありましたけれども、借入

れしているのは、この会計だけじゃないと思うん

ですけれども、ほかの会計ではこういうことがな

いのか。 

 それから、これは公共用地取得の第三セクター

等改革推進債というのを発行した関係で、こうい

うことになっているというふうに理解していいの

か。ちょっとその辺のところを説明してもらいた

いというふうに思います。 

 それから、当初見込みの利率を２％と見込んで

いたけれども、実質は0.25％から1.93％であった

というふうに説明もありましたけれども、1.93％

でしたらそんなに見込み違いというふうにはなら

ないですけれども、幅はこれだけあるのはどうい

う理由なのか、時期時期で変わってきているのか、

それとも借りる銀行によって違ってくるのか、日

銀のああいうゼロ金利とか、何とか金利とか、そ

ういう影響でこういう差が出るのか、ちょっとそ

の辺についても説明してください。 

○清野財政課長兼行革・財産活用室参事 他会計の

部分ということなんですけれども、一般会計にお

きましては、今回公債費のところで補正というこ

とで340万円を利子確定に伴う市債利子償還金と

いうことで減額しているという形となっておりま

す。 

 以上です。 

○竜田行革・財産活用室参事 私のほうからは、利

率の違いなんですけれども、こちらのほうは令和

３年度の借換債、これを大きく４つに分けまして、

３つは指定銀行、１つにつきましては見積り合わ
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せでということで、この差ができたということに

なっています。 

○大森委員 借金が多い会計というたら、一般会計

もあるし、あと水道会計なんかも、これも本当に

金利の上げ下げか、できるだけ借り換えして安い

金利のところにしていますよね。 

水道会計も全然出てこないんですよね。関係ない

ですかね。ちょっとそういう、ほかの会計はもう

全然こういうのはないということでいいんですか

ね。一般会計とここだけということでいいのか。 

（発言する者あり） 

下水か、水道じゃなく下水やね、下水ね。

ちょっとその辺のところだけ、最後にお答えくだ

さい。 

○清野財政課長兼行革・財産活用室参事 委員御指

摘のとおり、借入れを実施している会計というこ

とでいえば、一般会計、起債を発行していれば公

共施設等特別会計、企業会計に移行しております

けれども、下水道事業会計、この３つが借入れを

実施しているという形になります。 

 今回補正させていただいているのは、うち２つ

の下水道事業会計を除く２会計という形で補正を

上げさせていただいているという形です。 

 以上です。 

○堀口委員長 ほかはないですか。――――以上で

本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第18号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第18号は、原案のとおり可決されました。 

 以上で本特別委員会に付託されました議案の審

査につきましては、全て終了いたしました。 

 委員各位におかれましては、慎重なる御審査を

いただきまして、誠にありがとうございました。 

 なお、本会議における委員長の報告につきまし

ては、私に一任していただきますようお願い申し

上げます。 

 これをもちまして、令和４年度予算審査特別委

員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

午前１１時２５分 閉会 

（了） 
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午前１１時５０分 開会 

○堀口委員長 すみません、緊急にお集まりいただ

きまして、申し訳ございません。臨時の令和４年

度予算審査特別委員会を開会いたしたいと思いま

す。 

 先ほど議案第18号「令和４年度大阪府泉南市一

般会計補正予算（第８号）」の澁谷議員の質問に

対する答弁の修正がございますので、答弁の修正

をお願いいたします。 

○小井健康子ども部長 失礼します。先ほどの答弁

の内容で、誤りがありました。皆様には大変御迷

惑をおかけいたしました。謹んでおわびを申し上

げます。どうもすみませんでした。 

 改めて、担当課長より答弁させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

○奥野家庭支援課長 それでは、私のほうから修正

をさせていただきます。 

 未熟児医療の今年度の利用者の中で1,000グラ

ム以下が何名いるかというところでございます。 

 修正させていただきます。今年度は1,000グラ

ム以下は０名でございます。 

 以上です。 

○堀口委員長 以上でよろしいですか。――――そ

れでは、以上で議案第16号「令和４年度大阪府泉

南市一般会計補正予算（第８号）」の答弁の修正

をこれで終了したいと思います。 

 お忙しいところ申し訳ございません。これにて

閉会させていただきます。お疲れさまでした。 

午前１１時５２分 閉会 

（了） 
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